
◎真珠の振興に関する法律 
（平成二八年六月七日法律第七四号）（衆）   

一、提案理由（平成二八年五月二四日・衆議院本会議） 

○小里泰弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を

御説明申し上げます。 

 本案は、我が国の真珠産業が、世界に先駆けて真珠の養殖技術を確立する等歴史的に

世界の真珠の生産等において特別な地位を占めてきているとともに、その国際競争力の

強化が重要な課題となっていること等に鑑み、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興

を図ろうとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。 

 農林水産大臣及び経済産業大臣は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する

基本方針を定めることとし、都道府県は、基本方針に即し、真珠産業及び真珠に係る宝

飾文化の振興に関する計画を定めることとしております。 

 また、国及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定、真珠の生産に係る生産性

及び真珠の品質の向上の促進、真珠の生産に係る漁場の維持または改善、真珠の加工及

び流通の高度化、真珠の輸出の促進、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担

う人材の育成及び確保、真珠に係る宝飾文化の振興等に必要な施策を講ずるよう努める

とともに、真珠の生産に係る漁場の調査等及び真珠産業の振興のために必要な研究開発

の推進等に努めることとしております。 

 本案は、去る五月十九日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の

法律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 

二、参議院農林水産委員長報告（平成二八年六月一日） 

○若林健太君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、農林水産大臣及び

経済産業大臣による基本方針の策定について定めるとともに、真珠の生産者の経営の安

定、真珠の加工及び流通の高度化、真珠の輸出の促進等の措置を講じようとするもので

あります。 

 委員会におきましては、提出者の衆議院農林水産委員長小里泰弘君より趣旨説明を聴

取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


